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（１）出願

審査の請求

の手数料  

シ．試験研究独立行政法人  

産業技術力強化法

１７条２項  
１／２に軽減  

ス．公設試験研究機関を設

置する者  

セ．試験研究地方独立行政

法人  

ソ．研究開発型中小企業等  産業技術力強化法

１８条２項  
１／２に軽減  

タ．特定研究開発等を行う

中小企業者  

中小ものづくり高

度化法９条２項  
１／２に軽減  

チ．認定研究開発事業を行

う中小企業者  

アジア拠点化推進

法１０条２項  
１／２に軽減  

ツ．小規模の個人事業主  

（＊２）  

産業競争力強化法

６６条２項（＊

３）  

 

 

１／３に軽減  

 

 

 

テ．その事業を開始した日

以後１０年を経過してい

ない個人事業主（＊１）  

ト．小規模企業かつ他の法

人に支配されていない法

人（＊２）  

ナ．資本金３億円以下で設

立後１０年を経過してお

らず、かつ他の法人に支

配されていない法人（＊

１）  

ニ．認定重点推進計画に基

づいて行う福島復興再生

特別措置法第８１条第３

項第１号の事業を行う中

小企業者  

 

福島復興再生特別

措置法８４条２項  １／２に軽減  

ヌ．承認地域経済牽引事業

を行う中小企業者  

地域未来投資促進

法２１条２項  １／２に軽減  

（ ２ ） 第 １

年 分 か ら 第

１ ０ 年 分 ま

での特許料  

 

 

ア．生活保護法第１１条第

１項各号に掲げる扶助を

受けている者  

特許法１０９条  

免除  

（第１年分から  

第３年分まで）  

特許法１０９条  

１／２に軽減  

（第４年分から  

第１０年分まで）  
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（ ２ ） 第 １

年 分 か ら 第

１ ０ 年 分 ま

での特許料  

 

ツ．小規模の個人事業主

（＊２）  

産業競争力強化法

６６条１項（＊

４）  

１／３に軽減  

テ．その事業を開始した日

以後１０年を経過してい

ない個人事業主（＊１）  

ト．小規模企業かつ他の法

人に支配されていない法

人（＊２）  

ナ．資本金３億円以下で設

立後１０年を経過してお

らず、かつ他の法人に支

配されていない法人（＊

１）  

ニ．認定重点推進計画に基

づいて行う福島復興再生

特別措置法第８１条第３

項第１号の事業を行う中

小企業者  

 

福島復興再生特別

措置法８４条１項  １／２に軽減  

ヌ．承認地域経済牽引事業

を行う中小企業者  

地域未来投資促進

法２１条１項  １／２に軽減  

（ ３ ） 実 用

新 案 技 術 評

価 の 請 求 の

手数料  

ア．生活保護法第１１条第

１項各号に掲げる扶助を

受けている者  
実用新案法５４条

８項  
免除  

イ．市町村民税非課税の者  

ウ．個人所得税非課税の者  実用新案法５４条

８項  
１／２に軽減  

（ ４ ） 第 １

年 分 か ら 第

３ 年 分 ま で

の 実 用 新 案

登録料  

ア．生活保護法第１１条第

１項各号に掲げる扶助を

受けている者  

実用新案法３２条

の２  
免除  

イ．市町村民税非課税の者  

ウ．個人所得税非課税の者  

実用新案法３２条

の２  
３年間猶予  
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（＊２）「小規模」とは、常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサー

ビス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては５人）以下である

ことを指す。  

（＊３）平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間内に自己

の特許出願に出願審査の請求をした場合における出願審査請求手数料の軽減

については、産業競争力強化法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

２６号。以下「平成３０年改正法」という。）による改正前の第７５条第２

項の規定が適用され、平成３０年７月９日以降に自己の特許出願に出願審査

の請求をする場合における出願審査請求手数料の軽減については、平成３０

年改正法による改正後の第６６条第２項の規定が適用される。  

（＊４）平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間内に出願

審査の請求をしたものについて、平成３０年４月１日から平成３０年７月８

日までの期間内に特許料を納付した場合における特許料の軽減については、

平成３０年改正法による改正前の第７５条第１項の規定が適用される。  

（＊５）平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間内に日本

語で国際出願をしたものに係る調査手数料及び送付手数料の軽減については、

平成３０年改正法による改正前の第７５条第３項の規定が適用され、平成３

０年７月９日以降に日本語で国際出願をするものに係る調査手数料及び送付

手数料の軽減については、平成３０年改正法による改正後の第６６条第３項

の規定が適用される。  

また、平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間内に日本

語で国際出願をしたものについて、平成３０年４月１日から平成３０年７月

８日までの期間内に国際予備審査の請求をした場合における予備審査手数料

の軽減については、平成３０年改正法による改正前の第７５条第３項の規定

が適用される。  

２．手数料等の減免又は猶予に関する取扱い  

（１）要件を満たす場合の取扱い  

手数料等の減免又は猶予に関する申請手続が要件を満たすものであり、減

免又は猶予の措置を行うときは、減免又は猶予を認める旨の通知を行う。  

ただし、産業技術力強化法第１７条第１項第４号若しくは第５号、第２項

（同条第１項第４号又は第５号に掲げる者の軽減に限る。）若しくは第１８

条の規定による軽減又は中小ものづくり高度化法第９条第１項若しくは第２

項の規定による軽減に係る申請書については、その提出先は経済産業局長等

であり、軽減の対象者であることを確認したときは、提出者に対し経済産業

局長等を経由して確認書を交付するから 注 １ 注 ２、減免又は猶予を認める旨

の通知を行わない 注 ３。  

なお、上記１．（２）の第４年分から第１０年分までの特許料を別に納付

するときであって、当該特許権について一度特許料の減免が認められた者は、

第１０年分までの納付時には、改めて軽減の申請をする必要はない。   
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（記載例）  

【書類名】  出願審査請求書  

・（略）  

【請求項の数】    １  

・（略）  

【持分の割合】    ２／３  

【手数料の表示】  

【予納台帳番号】○○○○○○  

【納付金額】  

【手数料に関する特記事項】  

産業技術力強化法第１７条第２項の規定による審査請求料の１／２軽減。

（独立行政法人○○○○  持分１／３）  

産業技術力強化法第１８条第２項の規定による審査請求料の１／２軽減。

確認書の番号  平成○．○．○東北第○○号（株式会社○○○○  持分

１／３）  

【その他】  手数料の納付の割合１／３  

（３）特許料納付書の記載例  

（例）○○  ○○（個人）（持分１／５）と○○県（公設試験研究機関）

（持分１／５）と地方独立行政法人○○○○（試験研究独立行政法人）

（持分１／５）と○○○○株式会社（持分２／５）の共有の場合  

（記載例）  

【書類名】  特許料納付書  

・（略）  

【請求項の数】    １  

・（略）  

【納付年分】     第１年分から第３年分  

【特許料等に関する特記事項】   

特許法第１０９条の規定による特許料の免除。（○○  ○○  持分１／

５）  

産業技術力強化法第１７条第１項の規定による特許料の１／２軽減。確

認書の番号  平成○．○．○中部第○○号（○○県  持分１／５）  

産業技術力強化法第１７条第１項の規定による特許料の１／２軽減。確

認書の番号  平成○．○．○中部第○○号（地方独立行政法人○○○○  

持分１／５）  

【特許料の表示】  

【予納台帳番号】○○○○○○  

【納付金額】  

【その他】  特許料の納付の割合３／５  
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１／２に軽減  

（第４年分から

第１０年分ま

で）  

ウ 個人所得税が課されていないこと  １／２に軽減  

エ .個人事業税が課されていないこと  １／２に軽減  

オ .その事業を開始した日以後１０年を

経過していない個人事業主  

１／２に軽減  

カ .資本金３億円以下で設立後１０年を

経過しておらず、かつ他の法人に支配

されていない法人  

１／２に軽減  

キ .資本金３億円以下で法人税非課税か

つ他の法人に支配されていない法人  

１／２に軽減  

（３）実用新案技術

評価の請求の手数料

実用新案技術評価の

請求の手数料  

ア 生活保護法第１１条第１項各号に掲

げる扶助を受けていること  

免除  

イ .市町村民税が課されていないこと  免除  

ウ .個人所得税が課されていないこと  １／２に軽減  

（４）第１年分から

第３年分までの実用

新案登録料  

ア 生活保護法第１１条第１項各号に掲

げる扶助を受けていること  

免除  

イ .市町村民税が課されていないこと  免除  

ウ .個人所得税が課されていないこと  ３年間猶予  

２ ． 申 請 書 に 添 付 す る 証 明 書 等 注 １  

（１）個人の場合（特・実）  

「表２」の要件ア .からオ .までのいずれかに該当する個人（注１）が、申

請 書 に 添 付 す べ き 証 明 書 は 、 同表の右欄に掲げるものである（特施令１

０条、手数料令１条の３、特施規７４条、手数料令２条の２第２項、実施令

２条２項）。  

「表２」  

要 件 証 明 書 

ア．生活保護法第１１条第１項各号に掲げる扶

助を受けていること  

生活保護証明書  

（写しも可）  

イ．市町村民税が課せられていないこと  

（注２）  

市町村民税非課税証明書  

（写しも可）  

ウ．所得税が課せられていないこと  

（注３）  

所得税非課税証明書  

（写しも可）  

エ．事業税が課されていないこと  

（注４）  

事業税に係る納税証明書  

（写しも可）  

オ．その事業を開始した日以後１０年を経過し

ていない個人事業主  

事業開始届の写し  
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合同会社  

合名会社  

合資会社  

度の貸借対照

表  

（注２）  

税証明書（写

しも可）  

（注３）  

（注４）  

（注２）  若しくは出資者

の名簿  

（注４）  

一般財団法人・

一般社団法人  

前事業年度の

貸借対照表  

 

同 上 同 上 不 要 

協同組合  定款、法人登

記事項証明書

又は前事業年

度の貸借対照

表  

同 上 同 上 法人税確定申告

書別表第２の写

し又は出資者の

名簿  

（注４）  

 出資を有し

ない協同組

合  

前事業年度の

貸借対照表  

同 上 同 上 不 要 

（注１）資本金又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸

借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上さ

れている総負債の帳簿価額を控除した金額（当該貸借対照表に、当該事業

年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、

当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算し

た金額とする。）の６０／１００に相当する金額が３億円以下であること

（手数料令１条の２第２号イ、特施令９条２号イ、特施規７１条１項）。  

（注２）定款については、申請をする時点において申請者が要件を満たす者で

あることを証明する最新の内容であること。  

（注３）更正通知及び修正通知がある場合にはこれらの書面も含む。  

（注４）法人税確定申告書については、減免申請日に取得できる最新のものと

するが、具体的には次のとおり。  

ａ 事業年度の終了と確定申告期限後の減免申請が同一年度中になされる

場合→（同年度分の法人税確定申告書）  

 

４／１  事業年度終了  確定申告提出期限     減免申請   ４／１  
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注 １特定大学技術移転事業の対象となるのは、学校教育法第１条に規定する大学及び高

等専門学校並びに国立大学法人法第２条第４項に規定する大学共同利用機関における

技術に関する研究成果であって、国以外の者に属する研究成果であり（大学等技術移

転促進法２条１項）、当該研究成果に係る特許権又は特許を受ける権利を、承認事業

者が当該国以外の者から譲渡を受けている場合に手数料等の軽減が受けられる。  
注 2 特許法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第４７号。以下「平成１５年改正

法」という。）による改正前の大学等技術移転促進法第１２条第１項の認定を受けた

国立大学関係認定事業者が平成１６年３月３１日以前に譲渡を受けた国立大学の研究

成果に係る国有の特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等

に基づいて取得した特許権等について納付すべき手数料等については、平成１５年改

正法による改正前の大学等技術移転促進法第１２条第４項、第６項、第８項及び第１

０項の規定は改正後も、なおその効力を有する（平成１５年改正法附則８条１項）。  
注 3 承認事業者が国立大学法人、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門

学校機構（以下「国立大学法人等」という。）から譲渡を受けた特許権若しくは特許

を受ける権利（産業技術力強化法附則第３条第１項各号に掲げるものに限る。）又は

当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権（平成１９年３月３１日までにされ

た特許出願（同年４月１日以後にする特許出願であって同年３月３１日までにしたも

のとみなされるものを除く。（４）イ．の注２において同じ。）に係るものに限る。）

であって承認事業者に属するものについては、承認事業者を国とみなして特許法第１

０７条第２項、第１９５条第４項及び第５項又は特例法第４０条第３項及び第４項の

規定を適用する（大学等技術移転促進法附則３条）。  
注 4 試験研究独立行政法人技術移転事業の対象となるのは、大学等技術移転促進法施行

令第１４条に規定する独立行政法人（以下「試験研究独立行政法人」という。）にお

ける技術に関する研究成果であり、当該研究成果に係る特許権又は特許を受ける権利

を、当該試験研究独立行政法人から認定事業者が譲渡を受けている場合である。  
注 5 平成１５年改正法による改正前の大学等技術移転促進法第１３条第１項の認定を受

けた者（認定事業者に限る。）が平成１６年３月３１日以前に譲渡を受けた試験研究

独立行政法人における研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等

若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権

等について納付すべき手数料等については、平成１５年改正法による改正前の大学等

技術移転促進法第１２条第４項、第６項、第８項及び第１０項並びに第１３条第２項

及び第３項の規定は改正後も、なおその効力を有する（平成１５年改正法附則８条２

項）。  
注 6 他の軽減申請書の提出に係る手続（廃止前の産活法の規定に基づく手続を含む（大

学技術移転促進法施行規則附則第２条））において、既に軽減申請書に添付すべき書面

を提出している場合は、軽減申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略するこ

とができる（大学技術移転促進法施行規則第２条）。  
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試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大

学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者とし

て現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特

許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等（産業

技術力強化法施行令１条の２第２号ロ）  

ウ．その特許発明又は発明が大学等研究者と当該者以外の者との共同

で行われたものである場合（当該特許発明又は発明が当該大学等研

究者について職務発明である場合に限る。）において、当該特許発

明又は  発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大

学等（産業技術力強化法施行令１条の２第２号ハ）  

エ その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研

究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究

者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合（当該特許

発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、

公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者につ

いて職務発明である場合に限る。）において、当該大学等研究者が

当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、

公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者

が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者

として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又

は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等

（産業技術力強化法施行令１条の２第２号ニ）  

オ．その特許発明又は発明と大学等研究者がした職務発明との間に経

済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明

又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等

（産業技術力強化法施行令１条の２第２号ホ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のａ .からｃ .ま

でのいずれかに該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１

条１号）。  

ａ . その特許発明又は発明が、当該大学等研究者がした職務発明に

係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発

明として開示されている関係  

ｂ．その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付し

た明細書において文献公知発明として当該大学等研究者がした職

務発明を開示している関係  

ｃ．その特許発明又は発明が、大学等が当該大学等以外の者と共同

して行った試験研究（契約又は協定に基づいて行われたものに限

る。以下同じ。）又は大学等が当該大学等以外の者に委託した試

験研究の成果に係るものである関係  

カ．その特許発明又は発明と大学等研究者、試験研究独立行政法人研
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（職務発明認定書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第３号

イ）  

ｂ．当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研

究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等

に転職し、大学等研究者として現在所属することを証明する書面

（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第３号ロ）  

ウ．その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者と当該者以外

の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が

当該大学等研究者について職務発明であることを証明する書面（職務

発明認定書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第４号）  

エ ａ その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研

究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地

方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたもの

であること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験

研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究

地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証明する

書面（職務発明認定書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第

５号イ）  

ｂ．当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研

究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等

に転職し、大学等研究者として現在所属することを証明する書面

（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第５号ロ）  

オ．その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発

明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第１号に定める密接な関

係があることを証明する書面（同規則１条の２第６号）  

カ．ａ．その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研

究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地

方独立行政法人研究者がした職務発明との間に産業技術力強化法

施行規則第１条第２号に定める密接な関係があることを証明する

書面（同規則１条の２第７号イ）  

ｂ 当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研

究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等

に転職し、大学等研究者として現在所属することを証明する書面

（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第７号ロ）  

 

（新規平成２５・６）  

 

 

 

 







 

 

方式審査便覧 

０７．３６ 

- 2 - 

究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。）において、

当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研

究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しく

は試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職している

ときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属す

る試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受

ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人（産業

技術力強化法施行令１条の２第３号ニ）  

（５）その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と

の間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明

又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行

政法人（産業技術力強化法施行令１条の２第３号ホ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のア．からウ．までのい

ずれかに該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条３号）。  

ア．その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者がした職務

発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明

として開示されている関係  

イ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書

において文献公知発明として当該試験研究独立行政法人研究者がした職務

発明を開示している関係  

ウ．その特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人が当該試験研究独立行

政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究独立行政法人が当

該試験研究独立行政法人以外の者に委託した試験研究の成果に係るもので

ある関係  

（６）その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公

設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明

との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研

究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政

法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究

地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであっ

て、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究

独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を

承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人（産業技術力強化

法施行令１条の２第３号へ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のア又はイのいずれかに

該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条４号）。  

ア．その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研

究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がし

た職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公

知発明として開示されている関係  
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研究者がした職務発明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第４号

に定める密接な関係があることを証明する書面（同規則１条の２第１３

号イ）  

イ 当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関

研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法

人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証

明する書面（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第１３

号ロ  

 

（新規平成２５・６）  

 

 

 

 

                                                
注 １平成２１年政令第１５５号による産業技術力強化法施行令第３条別表の改正により、

新たに軽減対象となる試験研究独立行政法人については、平成２１年６月２１日ま

でに特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料につい

ては、軽減の対象外となり、除かれる試験研究独立行政法人については、平成２１

年６月２１日までにした特許出願に係る特許料及び審査請求料については減免の対

象となる（平成２１年政令第１５５号附則２条）。  
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究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。）において、

当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機

関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研

究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、

これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関

が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したとき

は、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者（産業技術力強化法施

行令１条の２第４号ニ）  

（５）その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に

経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発

明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設

置する者（産業技術力強化法施行令１条の２第４号ホ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のアからウまでのいずれ

かに該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条５号）。  

ア．その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者がした職務発明

に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明とし

て開示されている関係  

イ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書

において文献公知発明として当該公設試験研究機関研究者がした職務発明

を開示している関係  

ウ．その特許発明又は発明が、公設試験研究機関が当該公設試験研究機関以

外の者と共同して行った試験研究又は公設試験研究機関が当該公設試験研

究機関以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係  

（６）その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研

究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明

との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該公設試

験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は

当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立

行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの

者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特

許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該

現在所属する公設試験研究機関を設置する者（産業技術力強化法施行令１条

の２第４号へ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のア又はイのいずれかに

該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条６号）。  

ア．その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、

試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした

職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知

発明として開示されている関係  

イ．その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書
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面（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第１７号ロ）  

（５）ア．公設試験研究機関がその業務として試験研究を行うことを証明する書

面（条例等の写し）（産業技術力強化法施行規則７条１項）  

イ その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がし

た職務発明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第５号に定める密

接な関係があることを証明する書面（同規則１条の２第１８号）  

（６）ア．公設試験研究機関がその業務として試験研究を行うことを証明する書

面（条例等の写し）（産業技術力強化法施行規則７条１項）  

イ．その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大

学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法

人研究者がした職務発明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第６

号に定める密接な関係があることを証明する書面（同規則１条の２第１

９号イ）  

ウ．当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人

研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に

転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証明する書

面（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の２第１９号ロ）  

 

（新規平成２５・６）  
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る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研

究地方独立行政法人（産業技術力強化法施行令１条の２第５号ニ）  

（５）その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明

との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発

明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方

独立行政法人（産業技術力強化法施行令１条の２第５号ホ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のアからウまでのいずれ

かに該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条７号）。  

ア．その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者がした

職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知

発明として開示されている関係  

イ．その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書

において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者がした

職務発明を開示している関係  

ウ．その特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人が当該試験研究地

方独立行政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究地方独立

行政法人が当該試験研究地方独立行政法人以外の者に委託した試験研究の

成果に係るものである関係  

（６）その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、

試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明と

の間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究

地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地

方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若

しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職している

ときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所

属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は

特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行

政法人（産業技術力強化法施行令１条の２第５号へ）  

「経済産業省令で定める密接な関係」とは、以下のア又はイのいずれかに

該当する関係をいう（産業技術力強化法施行規則１条８号）。  

ア その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学

等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がし

た職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公

知発明として開示されている関係  

イ．その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書

において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学

等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がし

た職務発明を開示している関係  

２ 申請書に添付すべき証明書  

軽減に係る申請書には、１．（１）から（６）の各要件に応じ、以下の証明
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イ．その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研

究者がした職務発明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第７号に

定める密接な関係があることを証明する書面（同規則１条の２第２４

号）  

（６）ア 試験研究地方独立行政法人がその業務として試験研究を行うことを証

明する書面（定款等の写し）（産業技術力強化法施行規則７条１項）  

イ．その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研

究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機

関研究者がした職務発明との間に産業技術力強化法施行規則第１条第８

号に定める密接な関係があることを証明する書面（同規則１条の２第２

５号イ）  

ウ．当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立

行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行

政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する

ことを証明する書面（在籍証明書）（産業技術力強化法施行規則１条の

２第２５号ロ）  

 

（新規平成２５・６）  

 

 

 

 

                                                
注 １試験研究地方独立行政法人とは、地方独立行政法人（地方独立行政法人法第６８条

第１項に規定する公立大学法人を除く。）であって、試験研究に関する業務を行うも

のをいう（産業技術力強化法１７条１項５号）。  
注 ２試験研究地方独立行政法人研究者とは、試験研究地方独立行政法人の役員又はその

職員のうち専ら研究に従事する者をいう（産業技術力強化法施行令１条の２第２号

ロ）。  
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認経営革新計画に従って承継したものであって、当該経営革新のための

事業を行う同法第２条第１項各号に掲げる中小企業者であること。  

d．その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第１１条第３項に規定す

る認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事

業分野開拓に係る事業の成果に係るもの（当該認定異分野連携新事業分

野開拓計画の終了の日から２年以内に出願されたものに限る。）又はそ

の成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事

業分野開拓計画に従って承継したものであって、当該異分野連携新事業

分野開拓に係る事業を行う同法第２条第１項各号に掲げる中小企業に該

当する個人であること。  

e 旧創造法（平成１７年４月に廃止となった中小企業の創造的事業活動の

促進に関する臨時措置法をいう。以下同じ。）に基づき認定された「認

定研究開発等事業計画」に従って行われる研究開発等事業の成果に係る

特許発明又は発明であって、当該研究開発等事業を行う中小企業者に該

当する個人であること（産業技術力強化法施行令を改正する平成１７年

政令第１５３号附則第６条により引き続き軽減の対象となる。特許料の

軽減期間については第１年分から第３年分までに限られる。）。  

（２）会社の場合（産業技術力強化法施行令６条２号、４号から６号まで）  

次の中小企業要件及び研究開発要件を満たす会社は、出願審査請求手数料

及び第１年分から第１０年分までの特許料が１／２に軽減される（産業技術

力強化法１８条、産業技術力強化法施行令８条、１０条）。  

ア．中小企業要件（資本金若しくは出資の額が「表２」の額以下であること

又は従業員数が「表１」の数以下であること。）  

「表２」  

日本標準産業分類に基づく業種  資本の額又は出資の総額  

製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除

く。）  

３億円  

小売業又はサービス業（ソフトウエア業又は情報

処理サービス業を除く。）  

５千万円  

卸売業  １億円  

イ．研究開発要件（以下のａ．から e．までのいずれかを満たすこと）  

ａ．申請書提出日の属する事業年度の前事業年度（申請書提出日が前事業

年度経過後２月以内の場合は、前々事業年度）における試験研究費及び

開発費の合計が、総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収

入金額を控除した金額の３％を超えること。ただし、申請書提出日にお

いて設立の日以後２６月を経過せず、試験研究費率を算定できない場合

は、常勤の研究者の数が２人以上であり、当該研究者の数が、常勤の役

員及び従業員の数の合計の１／１０以上であること。  

b．その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第２条第１２項に規定す
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ること。  

ウ．その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第９条第２項に規定する

承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の成果に係るも

の（当該承認経営革新計画の終了の日から２年以内に出願されたものに限

る。）又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営

革新計画に従って承継したものであって、当該経営革新のための事業を行

う同法第２条第１項各号に掲げる中小企業者であること。  

エ．その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第１１条第３項に規定す

る認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業

分野開拓に係る事業の成果に係るもの（当該認定異分野連携新事業分野開

拓計画の終了の日から２年以内に出願されたものに限る。）又はその成果

を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開

拓計画に従って承継したものであって、当該異分野連携新事業分野開拓に

係る事業を行う同法第２条第１項各号に掲げる中小企業者であること。  

オ．旧創造法に基づき認定された「認定研究開発等事業計画」に従って行わ

れる研究開発等事業の成果に係る特許発明又は発明であって、当該研究開

発等事業を行う中小企業者であること。また、当該特許発明又は発明は職

務発明であってその職務発明を予約承継していることが必要となる（産業

技術力強化法施行令を改正する平成１７年政令第１５３号附則第６条によ

り引き続き軽減の対象となる。特許料の軽減期間については第１年分から

第３年分までに限られる。）。  

２．申請書に添付すべき証明書  

軽減に係る申請書には、申請者が個人、会社、組合の別によりそれぞれ中小

企業要件及び研究開発要件を満たすことを証明する書面（組合の場合は、研究

開発要件のみ）を添付しなければならない 注 2。  

（１）個人の場合  

ア . 中小企業要件  

     従業員数を証明する書面（雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し等）

及び主たる事業を確認するための書類（自社のパンフレット等）  

イ . 研究開発要件  

   ａ 前年（又は前々年）１年間の財務諸表等、試験研究費等比率を確認で

きる書類（税理士・公認会計士による証明書でも可）  

ｂ．事業開始日を証明する書面（事業開始届等）並びに常勤の研究者数及

び従業員数を確認できる書面（日本国内に住所若しくは居所又は主たる

事務所若しくは営業所の所在地を有しない者における研究者数比率につ

いては、特許管理人による証明書によるものとする。）  

ｃ．交付された特定補助金等により事業を行う者であることを証明する書

面（補助事業計画書の写し及び補助金交付決定通知書の写し）及びその

申請に係る特許発明又は発明が特定補助金等を交付された事業の成果に

係るものであることを証明する書面  
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連携新事業分野開拓計画に従って承継したものであることを証明する書

面  

ｆ．旧創造法に基づき認定された事業を行う者であることを証明する書面

（「研究開発等事業計画」の写し及び認定書の写し）、その申請に係る

特許発明又は発明が認定を受けた事業の成果に係るものであることを証

明する書面、職務発明であることを証明する書面（職務発明認定書）、

及び職務発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継さ

せることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し  

（３）組合の場合  

ア．前事業年度（又は前々事業年度）の財務諸表等、試験研究費等比率を確

認できる書類  

イ．設立年月日を証明する書面（法人登記事項証明書等）並びに常勤の研究

者数、常勤の役員数及び従業員数を確認できる書面（日本国内に住所若し

くは居所又は主たる事務所若しくは営業所の有しない者における従業員数

比率については、特許管理人による証明書によるものとする。）  

ウ．交付された特定補助金等により事業を行う者であることを証明する書面

（補助事業計画書の写し及び補助金交付決定通知書又は委託契約書の写

し）及びその申請に係る特許発明又は発明が特定補助金等を交付された事

業の成果に係るものであることを証明する書面  

エ．経営革新計画の承認に基づく事業を行う者であることを証明する書面

（「経営革新計画」の写し及び承認書の写し）及びその申請に係る特許発

明又は発明が承認事業の成果に係るもの又はその成果を実施するために必

要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継したものであるこ

とを証明する書面  

オ 研究開発等事業計画の認定に基づく事業を行う者であることを証明する

書面（「認定書」の写し及び「異分野連携新事業分野開拓計画」の写し

等）及びその申請に係る特許発明又は発明が認定事業の成果に係るもの又

はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新

事業分野開拓計画に従って承継したものであることを証明する書面  

カ．旧創造法に基づき認定された事業を行う者であることを証明する書面

（「研究開発等事業計画」の写し及び認定書の写し）、その申請に係る特

許発明又は発明が認定を受けた事業の成果に係るものであることを証明す

る書面、職務発明であることを証明する書面（職務発明認定書）、及び職

務発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させること

が定められた契約、勤務規則その他の定めの写し  

 

（改訂平成２ 9・ 4）  
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「表１」  

製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３００人  

小売業  ５０人  

卸売業又はサービス業（ソフトウェア業、情報処理

サービス業及び旅館業を除く。）  

１００人  

旅館業  ２００人  

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）  

９００人  

「表２」  

製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３億円  

小売業又はサービス業（ソフトウエア業又は情報処

理サービス業を除く。）  

５千万円  

卸売業  １億円  

 

２．申請書に添付すべき証明書  

軽減に係る申請書に添付すべき証明書は、申請者が個人、法人、組合（注

１）の別により、「表３」の右欄に掲げるものである。（中小ものづくり高度

化法施行令３条、４条）  

「表３」  

 

要  件  

証  明  書  

個人事業主  法人  組合等  

ア．イ．のいずれかに

該当すること  

 

ア．中小ものづくり高     

度化法第４条に規定す

る特定研究開発等計画

に従って行われる特定

研究開発等の成果に係

る特許発明又は発明

（いずれも当該認定計

画における特定研究開

発等の実施期間の終了

日から起算して２年以

内に出願されたものに

限る。）であること

イ . ア .の特許発明又

は発明を実施するため

に認定計画に従って承

ア．イ．  共通  

・認定計画の写し  

 

ア．に該当する場合   

・特定研究開発等の成果に係る特許発明又は発明で

あることを証する書面  

イ．に該当する場合  

・認定計画に従って承継された特許権若しくは特許

を受ける権利に係る特許発明又は発明であることを

証する書面  
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（３）認定研究開発事業計画に従って

行われる研究開発事業の成果に係

る特許発明又は発明であること

（当該認定計画における特定研究

開発等の実施期間の終了日から起

算して２年以内に出願されたもの

に限る。）  

・認定研究開発事業計画に従って行

われる研究開発事業の成果に係る

発明又は特許発明であることを証

する書面（注１）  

・認定研究開発事業計画の写し（注

２）  

（注１）要件（３）の「認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業

の成果に係る特許発明又は発明であること」を確認する他、書面の「証明

する者」が、認定研究開発事業計画の「認定を受けた者」であることを確

認する。  

 （注２）認定研究開発事業計画における特定研究開発等の実施期間の終了日を

確認し、申請に係る出願が、要件（３）の「認定研究開発事業計画におけ

る特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して２年以内の出願」であ

ることを確認する。  

 

「表２」業種毎の従業員数の基準  

日本標準産業分類に基づく業種  従業員の数  

製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３００人  

小売業  ５０人  

卸売業又はサービス業（ソフトウエア業、情報処理

サービス業及び旅館業を除く。）  

１００人  

旅館業  ２００人  

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）  

９００人  

 

「表３」業種毎の資本金の額（若しくは出資の総額）の基準  

日本標準産業分類に基づく業種  資本の額又は出資の総額  

製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３億円  

小売業又はサービス業（ソフトウエア業又は情報処

理サービス業を除く。）  

５千万円  

卸売業  １億円  

 

（新規平成２５・６）  
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     c．中小企業等経営強化法施行令第１条第２項において定められたもの  

ⅰ ) 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会  

     ⅱ）水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会  

     ⅲ）商工組合及び商工組合連合会  

ⅳ）商店街振興組合及び商店街振興組合連合会  

ⅴ）生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連

合会であって、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が表１の

b.（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、

表１の c.）又は表２の b.（卸売業を主たる事業とする事業者につ

いては、表２の c.）に該当するもの  

     ⅵ）酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直

接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が表１の a.

又は表２の a.に該当するもの  

   ⅶ）酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直

接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が表１の b.

（酒類卸売業者については、表１の c.）又は表２の b.（酒類卸売

業者については、表２の c.）に該当するもの  

ⅷ）内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間

接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分の２以上が表１の a.

又は表２の a.に該当するもの  

ⅸ）技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の３分の２以

上が上記ア．からウ． b.までに該当するもの（中小企業等経営強化

法２条１項１号から７号までに規定する中小企業者）  

「表１」  

a.製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３００人  

b.小売業  ５０人  

c.卸売業又はサービス業（ソフトウェア業、情報処理

サービス業及び旅館業を除く。）  

１００人  

d.旅館業  ２００人  

e.ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び  

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）  

９００人  

「表２」  

a.製造業、建設業、運輸業他（以下の業種を除く。）  ３億円  

b.小売業又はサービス業（ソフトウェア業又は情報処

理サービス業を除く。）  

５千万円  

c.卸売業  １億円  
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・主たる事業を  

確認するため  

の書類  

（ 自 社 パ ン フ レ

ット等）  

 

（注１）当該要件のうち、認定重点推進計画に基づいて行う福島復興再生特別

措置法第８１条第３項第１号に規定する事業であること及び当該事業の実

施期間については、一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進

機構が発行する証明書によって確認する。  

（注２）当該要件を満たす者であることの確認は、「表３」の右欄に記載され

た書面をもとに一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

が行い、証明書を発行する。軽減を申請する者は、当該証明書を軽減に係

る申請書に添付する。  

 

（２）商標  

  軽減に係る申請書に添付すべき証明書は、「表４」の右欄に掲げるものであ  

 る（福島復興再生特別措置法施行令３５条１項、３６条１項）。  

「 表 ４ 」  

要件  証明書  

ア．商品等需要開拓事業の実施主体で

あること（注３）  

イ．申請に係る地域団体商標が産業復

興再生計画に定められた商品等需

要開拓事業に係る商品又は役務に

係るものであること  

ウ．商品等需要開拓事業の実施期間内

に出願、設定登録のための納付又

は更新登録の申請がされたもので

あること（注４）  

申請に係る地域団体商標が、認定を

受けた産業復興再生計画に定められ

た商品等需要開拓事業に係る商品又

は役務に係るものであることを証す

る書面  

（注３）復興庁ホームページ上に公示された認定産業復興再生計画の写しによ

り、出願人等が認定産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業の

実施主体であることを確認する。  

 （注４）復興庁ホームページ上に公示された認定産業復興再生計画の写しによ

り、商品等需要開拓事業の実施期間を確認し、申請に係る出願、設定登録

のための納付又は更新登録の申請が、実施期間内にされたものであること

を確認する。  
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「表」  

要件  証明書  

（１）常時使用す

る従業員の数が２

０人以下の個人事

業主  

・小規模企業者の要件に関する証明書  

（２）その事業を

開始した日以後１

０年を経過してい

ない個人事業主  

・事業開始届の写し  

（３）常時使用す

る従業員の数が２

０人以下であり、

かつ、他の法人に

支配されていない

法人  

（＊２）  

会社（株式会社、特

例有限会社、合同会

社、合名会社、合資

会社）  

・小規模企業者の要件に関す

る証明書  

・法人税確定申告書別表第２

の写し又は株主名簿若しくは

出資者の名簿（＊１）  

協同組合（出資を有

する場合）  

・小規模企業者の要件に関す

る証明書  

・法人税確定申告書別表第２

の写し又は出資者の名簿（＊

１）  

資本金又は出資を有

しない法人（一般財

団法人、一般社団法

人等）（＊３）  

・小規模企業者の要件に関す

る証明書  

（４）資本金の額

又は出資の総額が

３億円以下で設立

後１０年を経過し

ておらず、かつ、

他の法人に支配さ

れていない法人  

（＊２）  

会社（株式会社等）  

・定款又は法人の登記事項証

明書  

・法人税確定申告書別表第２

の写し又は株主名簿若しくは

出資者の名簿（＊１）  

協同組合（出資を有

する場合）  

・定款又は法人の登記事項証

明書  

・法人税確定申告書別表第２

の写し又は出資者の名簿（＊

１）  

資本金又は出資を有

しない法人（一般財

団法人、一般社団法

人等）（＊３）  

・ 前 事 業 年 度 末 の 貸 借 対 照

表、定款（寄付行為）又は法

人の登記事項証明書  

（＊１）法人税確定申告書については、減免申請日に取得できる最新のものとす

る。  

（＊２）他の法人に支配されていないこととは以下のａ．及びｂ．に該当してい

ることを指す（経済産業省関係産業競争力強化法施行規則５０条１項）。  
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て行われる地域産業資源活用事業について適用する（官公需についての中小企業者の

受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律附則第３条）。  
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イ．法人   

     それぞれの業種において、常時使用する従業員数が「表１」の数以下で

あること又は資本金若しくは出資の額が「表２」の額以下であること。  

ウ 組合等  

     以下のいずれかに該当するものであること。  

     a．企業組合  

b．協業組合  

     c．地域未来投資促進法施行令第１条第２項において定められたもの  

ⅰ ) 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会  

     ⅱ）農業協同組合及び農業協同組合連合会  

     ⅲ）漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水

産加工業協同組合連合会  

ⅳ）森林組合及び森林組合連合会  

ⅴ）商工組合及び商工組合連合会  

     ⅵ）商店街振興組合及び商店街振興組合連合会  

   ⅶ）消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会  

ⅷ）酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直

接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が表１の a

又は表２の a.に該当するもの  

ⅸ）酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直

接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が表１の b.

（酒類卸売業者については、表１の c.）又は表２の b.（酒類卸売

業者については、表２の c.）に該当するもの  

エ 特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）  

常時使用する従業員数が表１の a （小売業を主たる事業とする事業者

については、表１の b.、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者

については、表１の c.）の数以下であること。  
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地域経済牽引事業

計画の計画期間の

終了日から起算し

て２年以内に出願

されたものに限

る。）であること  

 

イ．ア．の発明又は特

許発明を実施する

ために承認地域経

済牽引事業計画に

従って承継した特

許を受ける権利に

係る発明又は特許

発明若しくは特許

権であること  

発明であることを証する書面  

 

イ．に該当する場合  

・承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許

を受ける権利に係る発明又は特許発明若しくは特

許権であることを証する書面  

 

ウ．地域未来投資促進

法第２条第３項各

号のいずれかに該

当する中小企業者

であること  

・従業員数を証

する書面（雇

用保険、労働

保険、賃金台

帳等の写し

等）  

 

・主たる事業を

確認するため

の書類（自社

パンフレット

等）  

・資本金の額又は

出資の総額を証

明する書面（定

款、法人登記事

項証明書又は前

事業年度の貸借

対照表）又は従

業員数を証する

書 面 （ 雇 用 保

険、労働保険、

賃金台帳等の写

し等）  

 

・主たる事業を確

認するための書

類（自社パンフ

レット等）  

 

・地域未来投資

促進 法 施行 令

第１ 条 第２ 項

第８ 号 に該 当

する 組 合等 に

つい て は、 資

本金 の 額若 し

くは 出 資の 総

額を 証 明す る

書面 又 は従 業

員数 を 証す る

書面  

 

・地域未来投資

促進 法 第２ 条

第３ 項 第９ 号

に該 当 する Ｎ

ＰＯ 法 人に つ

いて は 、従 業

員数 を 証す る

書面  

 

（２）商標  

軽減に係る申請書に添付すべき書類は、「表４」の右欄に掲げるものである






